
交付申請書（第1号様式）
　(1) 総務省が定める地域経済循環創造事業実施計画書
　(2) 収支計画書の具体的な積算根拠が分かる資料
　(3) 工程表その他の完成までのスケジュールが分かる資料
　(4) 町税に滞納がない証明
　(5) その他町長が必要と認める書類

実績報告書（第9号様式）
　（1） 契約書、請求書、領収書及び納品書等の写し
　（2） 金融機関の融資からの融資を証明する書類（融資契約書等）の写し
　（3） 事業の成果がわかるもの（写真、設計図、施設等設置位置図、雇用状況等）
　（4） その他町長が必要と認める書類
※提出期限：①②いずれか早い日①事業完了日から20日以内
　　　　　　　　　　　　　　　②交付決定年度の3月31日

：申請者の行動
：申請者の行動（消費税額関連）
：町の行動

　　　　　　　　　　交付申請フロー図（綾川町地域経済循環創造事業補助金）

結果通知

概算払いの場合

交付申請

取下書（第6号様式）
※交付決定受取日から20日以内

①申請までに発覚した場合

当初申請時に消費税等仕入控
除税額を減額して申請する。

事業変更承認通知書（第8号様式）

町から要求が
あった場合

遂行状況報告書（第5号様式）

交付決定

不交付決定

申請を取り
下げる場合

事業変更申請書（第7号様式）
申請内容を
変更する場合

変更の承認

取得財産等を処分
しようとする場合

財産処分承認申請書（様式第20号）
処分の承認

財産処分承認通知書（様式第21号）

調査協力依頼
があった場合

事業効果を検証することを目的として行われる調査に地域
金融機関等の協力の下、回答しなければならない。

消費税額等仕入控除税額
の
発覚タイミング（①～

事業実施

交付請求 交付請求書（第12号様式）

補助金交付

確定通知書（第10号様式） 返還命令書（第11号様式）
補助金額
の確定

取得財産等管理明細表（第19号様式）
※実績報告に添付

審査

行動 使用書類等

財産を取得・効用
増加した場合

取得財産等管理台帳（第18号様式）

交付決定取消通知書（第15号様式）
補助事業を中止・
廃止する場合

交付決定通知書（第3号様式） 概算払請求書（第13号様式）

不交付決定通知書（第4号様式）

②申請後～実績報告までの間
に発覚した場合

事業変更申請書（第7号様式）
を使用し、消費税等仕入控除
税額を減額した変更申請す
る。

③実績報告後に発覚した場合

消費税及び地方消費税に係る
仕入控除税額報告書（様式第
14号）を速やかに提出する。

↓交付後↓

収益状況報告
（事業完了後5年間）

事業化収益状況報告書（様式第22号）
※毎会計年度終了後20日以内

事業変更申請書（第7号様式）
中止・廃止の承認

実績報告

過払いの場合


